
（平成２１年７月２３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 27 件

国民年金関係 17 件

厚生年金関係 10 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 43 件

国民年金関係 19 件

厚生年金関係 24 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 2110 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年４月から 61 年３月まで 

    社会保険事務所に国民年金保険料の納付記録を照会したところ、申立

期間が未納と言われたが、私自身が納付書により、Ａ郵便局かＢ銀行

（現在は、Ｃ銀行）Ｄ支店で納付したので、未納と言われることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年 12 月 13 日に国民年金に任意加入して以降、申立

期間直前まで国民年金保険料を納付しており、納付意識は高かったと考え

られる。 

また、申立人は、納付書が送られてくれば必ず国民年金保険料を納付し

たとしているところ、昭和 59 年１月から同年３月までの保険料を同年６

月 14 日に、同年７月から 60 年３月までの保険料を 61 年１月 10 日に過年

度納付を行っていること、社会保険事務局では前年度未納者に対して、原

則次年度に過年度納付書を送付していたとしていることから、申立期間に

ついて現年度納付を行わなかった場合でも、社会保険事務所から納付書が

送付され、納付していたと考えるのが自然である。 

   さらに、申立期間は 12 か月と短期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2111 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年５月から 39 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

                           

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 38 年５月から 39 年９月まで                               

私は国民年金制度ができたころ知人に国民年金の加入手続をしてもら

い、保険料は母親に納付してもらっていた。結婚後、Ａ市に転居してか

らは私がＢ出張所で毎月納付した。子供をおぶって１キロくらいの道の

りを歩いて納付に行ったことを覚えている。申立期間の保険料は納付し

ているはずであり、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金制度ができたころ国民年金に加入し、国民年金保

険料は結婚前にはその母が、結婚後は自身で納付したとしているところ、

Ｃ市の国民年金被保険者名簿により昭和 36 年４月から 38 年９月までの

保険料が納付済みであることが確認でき、申立内容には信 憑
ぴょう

性が認めら

れる。 

また、Ｄ市の国民年金被保険者名簿では、昭和 38 年５月から同年９月

までの保険料が国民年金の強制加入被保険者期間であるにもかかわらず、

Ｃ市において還付された記録となっているが、この還付については特殊

台帳及びＣ市の国民年金被保険者名簿には記録されていない上、申立人

の国民年金被保険者資格喪失日が 39 年 10 月 24 日から 37 年９月 14 日に

記録訂正されたことにより、本来なら国民年金の強制加入被保険者期間

である申立期間が未加入期間とされるなど行政側の事務に不備が見られ

る。                       

さらに、申立人は、国民年金の加入期間において未納期間が無く、納

付意識は高かったと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2115 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年３月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 50 年３月 

      私は、昭和 51 年４月にＡ市役所において自身で国民年金の加入手続

をするとともに 14 か月分の保険料をさかのぼって支払い、その時の領

収書も持っている。 

年金記録の照会をしたところ、さかのぼって納付した期間のうち昭和

50 年３月分が未納となっていた。このことについて、社会保険事務所

では、納付書に誤った保険料額を記載したために、納付された金額では

14 か月分を納めることができなかったことから、13 か月分を納付済み

とし、そのときに生じた 100 円の余剰金を還付したとのことであった。 

私には還付された記憶はないが、その時点で１か月の未納が生じたの

であれば、必ず保険料を納付していた。  

長い間真面目に信用して支払ってきた私としては納得できない。 

             

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、１か月分の未納が生じたのであれば、必ず国民年金保険料

を納付したはずだとしているところ、Ｂ社会保険事務局では還付後に納

付書が送付された可能性もあるとしていること、申立人は国民年金に加

入手続をした時点で保険料をさかのぼって納付し、加入手続以降に未納

期間は無く納付意識は高いことから、申立人が申立期間の保険料を納付

したと考えるのが自然である。 

また、申立期間は１か月と短期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2116 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年４月から 42 年３月までの期間及

び 45 年４月から 51 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年４月から 42 年３月まで 

             ② 昭和 42 年４月から 43 年３月まで 

             ③ 昭和 43 年４月から 51 年３月まで 

    私の年金の記録照会をしたところ、10 年間も未納になっている。保

険料は私が毎月、加入当初は両親と私の３人分を、昭和 44 年に結婚し

てからは妻の分も加えて４人分を、当初はＡ金庫Ｂ支店で、46 年６月

以降は青色申告会の納税組合を通じて納付してきた。 

また、昭和 42 年度は申請免除期間となっているが、私は免除を申請

した覚えも無いし、当時の収入状況からしても免除が認められるはず

はない。申立期間前後の保険料の納付状況から判断しても 10 年間も未

納であるはずはなく、納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、その両親と自分の国民年金保険料を

納付したとしているところ、社会保険事務所の特殊台帳によりその母の

昭和 41 年度の保険料が過年度納付された日と同日に、申立人も申立期

間①直前の昭和 36 年５月から 41 年３月までの保険料を納付しているこ

とが確認できる上、申立人が保険料を一緒に納付したとするその父も申

立期間①は納付済みであることから、申立人も申立期間①の保険料を納

付したと考えるのが自然である。 

 

２ 申立期間③のうち、昭和 45 年４月から 51 年３月までの期間は、申立

人の父母は納付済みである。 



                      

  

    また、申立人は昭和 46 年以降は納税組合を通じて国民年金保険料を

納付していたとしているところ、当該組合は同年６月に設立され、保険

料を収納し組合員に代わって納付していたことが確認でき、申立人の申

述に不自然さはみられない。 

 

３ 申立期間②について、申立人は免除を申請していないとしているが、

申立人の特殊台帳に国民年金保険料を納付できない特別の事情があると

して免除されたことを示す「Ｃ」の記載があり、かつ、申立人が一緒に

保険料を納付したとするその母の特殊台帳にも申請免除との記載がある

上、社会保険庁の記録から申立人の父も免除期間となっていることが確

認できること、申請手続をしないのに記録上免除となるのは考え難いこ

とから、申立期間②については免除されていたと考えるのが自然である。 

 

４ 申立期間③のうち、昭和 43 年４月から 45 年３月までの期間について、

申立人が自身の分と一緒に国民年金保険料を納付していたとするその両

親は、同期間が未納である上、申立人は 44 年１月に結婚しその妻の国

民年金加入手続を行い、保険料を納付したとしているが、その妻の国民

年金手帳記号番号の払出しは 52 年２月ころであり、51 年４月までは未

納であることが確認できることから、申立人の申述とは符合しない。 

また、申立人が昭和 43 年４月から 45 年３月までの期間の国民年金保

険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

 

５ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 41 年４月から 42 年３月までの期間及び 45 年４月から 51 年３

月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2118 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年１月から同年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 38 年１月から 39 年３月まで 

             ② 昭和 48 年１月から同年３月まで 

 申立期間①について、昭和 38 年ころ、当時住み込みで働いていたＡ

店にＢ区の職員が来て「20 歳になったら国民年金に加入することにな

っている」と勧められたので加入した。その後も区役所の職員が、３か

月か６か月ごとに職場まで保険料の集金に来ていた。当時は保険料額が

100 円で、30 歳ぐらいの男性が集金に来ていたように思う。 

申立期間②当時は、納付書で国民年金保険料を納めていたと思う。保

険料額が３か月で 1,350 円か 1,650 円ぐらいだったと記憶している。申

立期間について未納とされているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、納付書により国民年金保険料を納付

したとしているところ、Ｃ市の国民年金被保険者名簿によると、昭和

47 年５月 12 日に納付書が交付されていることが確認できる上、保険料

額を３か月で 1,650 円とする申立内容は、申立期間当時の保険料額と

一致しており、申立人の申立内容には信 憑
ぴょう

性が認められる。 

また、申立人は、申立期間②の前後は納付済みであり、申立期間②

前後を通じて住所やその夫の勤務先に変更は無く、生活状況に大きな

変化がみられないこと、及び申立期間②が３か月と短期間であること

から、申立期間②の国民年金保険料も納付したものと考えることが自

然である。 

 



                      

  

  ２ 申立期間①について、申立人は昭和38年ころにＢ区の職員の勧めで国

民年金に加入し、国民年金保険料を納付したとしているが、申立人の所

持する国民年金手帳の昭和38年度の印紙検認印欄には検認印が押されて

いない上、昭和39年４月から同年９月までの期間について、39年10月９

日に保険料を納付したことを示す検認印が押されていることから、申立

人はこのころから保険料の納付を始めたと推認できる。 

また、昭和39年10月の時点においては、申立期間①の国民年金保険料

を過年度にさかのぼって納付することが可能であったが、Ｂ区によると、

申立期間①当時、区の専任徴収職員は過年度保険料の収納は行っていな

いとしている上、申立人も、過年度納付の手続や納付書を交付された記

憶が無いとしている。 

さらに、申立人が、申立期間①について国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、口頭意見陳述

により、保険料を納付したことを裏付ける事情を汲み取ろうとしたが、

具体的な納付を裏付ける新しい証言や証拠を得ることができなかった。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 48 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2119 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年４月から 45 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年８月から 45 年３月まで 

 申立期間は、自宅にある姉の経営しているＡ店で姉二人と私の３人

で働いていた。店の経営者である姉が私の国民年金の加入手続をし、

姉二人と私の３人分の保険料を店に来ていた集金人に納めていた。申

立期間について、姉二人は納付済みなのに私だけ未納となっているこ

とは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の家族の国民年金保険料を納付したとするその姉（長女）は、集

金により保険料を納付したとしているところ、申立人の姉（四女）は、

国民年金手帳記号番号が払い出された時点で現年度納付することのでき

る 20 歳到達時からの保険料を納付していることが、社会保険庁の記録か

ら確認できることから、申立人についても、申立期間のうち手帳記号番

号が払い出された昭和 45 年３月ころに現年度納付することのできる 44

年４月から 45 年３月までの保険料を納付していたものと推認できる。 

   しかしながら、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、

申立期間のうち昭和 43 年１月から 44 年３月までの国民年金保険料は過

年度により納付することができるが、申立人の保険料を納付していたと

するその姉は過年度納付の記憶が無く、また、その時には、申立期間の

うち 42 年８月から同年 12 月までの保険料は時効により納付することが

できず、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出された形跡が確認で

きない上、申立人の国民年金の加入手続をしたとするその姉も、加入手

続の時期に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 



                      

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 44 年４月から 45 年３月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2122 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 50 年１月から同年３月まで 

長女の誕生をきっかけに将来年金が多くもらえるように、夫が国民年

金に加入手続をして保険料も支払ってくれた。Ａ市に転居してからは私

が納付書を持ってＢ銀行Ｃ支店に現金で納付していた。ねんきん特別便

で年金の納付月数が３か月少ないことに気付いた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 47 年 11 月に国民年金に任意加入後、国民年金加入期間

において申立期間を除き未納期間は無く、第３号被保険者と第１号被保険

者との切替手続も適正に行っており、納付意識は高かったものと認められ

る。 

また、社会保険庁の記録から昭和 49 年４月から同年 12 月までの国民年

金保険料の納付が確認できるが、Ａ市の国民年金保険料検認リストでは申

立人の昭和 49 年度の国民年金保険料は未納となっており、行政側の事務

に不備がみられる。 

さらに、申立期間は３か月と短期間であり、申立期間前後は国民年金保

険料を納付していることから、申立人が申立期間のみ納付しなかったとは

考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2123 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 12 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

    私は、毎月、集金の方に国民年金保険料を納付してきた。今回、年金

問題で保険料の納付記録を照会したところ、未納期間があると言われた。

間違いなく保険料を集金人に納付してきたので、申立期間が未納となっ

ていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ市の被保険者名簿の納付組織欄には、「Ｂ」と記載されており、申立

人が納付組織により納付したことが確認でき、手帳関係の手渡し欄には

「Ｃ」返付「Ｄ」と記載されていることから、国民年金手帳はＡ市役所が

保管していたものと認められる。 

   また、申立人は、申立期間の国民年金保険料は 100 円で、男の人が仕事

などの時間を割いて集金し、ノートのような帳面に保険料を納付した証の

判を押印してくれたと主張しているところ、その金額は当時の国民年金保

険料額と一致しており、Ａ市では、「民間地区組織」の担当者が仕事や家

事の時間を割いて保険料の集金や取りまとめを行っていたとしているなど、

申立人の主張に信憑性
  ぴょう  

が認められる。 

   さらに、申立人は、申立期間以前に国民年金に加入し、民間地区組織を

通じて保険料を納付しており、申立期間以外はすべて完納し、申立期間も

12 か月間と短期間であることから、未納となっているのは不自然である。 

    その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2124 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成 13 年３月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 一方、平成 12 年 11 月から 13 年２月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 12 年 11 月から 13 年３月まで 

    私は、65 歳になって年金の請求で社会保険事務所に行った際、平成

12 年 11 月から 13 年３月までの５か月分の保険料６万 5,910 円の還付

を受けていることになっており、しかも 13 年３月の１か月分の保険料

が未納記録になっていることに驚きました。私は、５か月分の保険料６

万 5,910 円の還付を受けた記憶は無い。また 13 年３月の１か月分が未

納となっていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、平成 12 年度の保険料

は、社会保険庁のオンライン記録では、４月から 10 月までが前納による

納付の記録となっており、同年度前後の年度も前納により保険料が納付さ

れていることから、申立期間も前納により納付したことが推認できる。 

   また、申立人は、平成 12 年 11 月 10 日に第３号被保険者適用者として

資格喪失となったため、社会保険庁の記録では、過誤納として 13 年１月

19 日に 12 年 11 月から 13 年３月までの５か月分の国民年金保険料の還付

決議を行い、13 年３月５日に国庫金通知書を作成し、支払い番号Ａ号と

して還付処理されており、保険料の還付額６万 5,910 円についても、国民

年金法等に定められている還付額に一致していることから、当該期間の保

険料については、還付しているものと認められる。 

   一方、申立人の平成 13 年３月の納付記録は、第３号被保険者の資格喪

失日が 16 年２月４日付けで 13 年４月１日から同年３月 31 日に訂正され

たことから、13 年３月の保険料については、誤還付により未納記録とさ



                      

  

れたものである。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成 13 年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

また、平成 12 年 11 月から 13 年２月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2125 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年４月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 47 年４月から 49 年３月まで 

    私は、妻の分を含め二人分の国民年金保険料を納付してきた。社会保

険庁の年金問題で納付記録を調べた結果、未納期間が２年あった。納付

書が送られてくれば必ず納付してきた。申立期間が未納となっているこ

とに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の妻の分を含め国民年金保険料を納付してきたと主張

しているところ、申立人が所持している領収証書により夫婦の保険料の納

付日を確認すると、同一日に納付しており、一緒に納付したことがうかが

われ、申立期間以外に未納は無いなど納付意識が高い上、申立人が昭和

46 年 12 月の転居後から申立期間前まで保険料を納付していることから、

国民年金の加入期間 37 年のうち、２年間のみが未納となっていることは

不自然である。 

   また、申立人は、申立期間後の昭和 50 年４月から 51 年３月までの国民

年金保険料について、還付整理簿により保険料の重複納付として還付を受

けていることになっているが、オンライン記録には無く、申立人が夫婦一

緒に保険料を納付したとするその妻の保険料は重複納付した領収証書があ

るものの、保険料の還付を受けておらず、その領収証書の国民年金手帳記

号番号が申立人の番号になっているなど、その妻の重複保険料を申立人に

還付したと見られるなど、行政機関側の事務処理に不備がみられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2126 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年４月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 47 年４月から 49 年３月まで 

    私の国民年金保険料は、夫が納付してくれた。今回、社会保険庁の年

金問題で納付記録を調べた結果、未納期間が２年あった。納付証書が送

られてくると夫が必ず保険料を納付してくれた。申立期間が未納となっ

ていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、結婚してからは申立人の夫が申立人の分を含め国民年金保険

料を納付してきたと主張しているところ、申立人が所持している領収証書

により夫婦の保険料の納付日を確認すると、すべて同一日に納付しており、

一緒に納付したことがうかがわれ、申立期間以外に未納は無いなど納付意

識が高い上、申立人が昭和 46 年 12 月の転居後から申立期間前まで保険料

を納付していることから、結婚してからの国民年金の加入期間 39 年間の

うち、２年間のみが未納となっているのは不自然である。   

   また、申立期間後の昭和 50 年４月から 51 年３月までの国民年金保険料

について、申立人は重複納付しているが、領収証書の名前が「Ａ」でなく

「Ｂ」になっている上、領収証書の一部の国民年金手帳記号番号は申立人

の夫の番号になっており、しかも重複納付保険料が還付されていないなど、

事務処理に不備がみられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2129 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 14 年４月から同年８月までの国民年金保険料については、

猶予されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 55 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 14 年４月から同年８月まで 

    社会人になり学生時の納付特例期間の追納をしようとしたところ、未

納になっている期間があることを知った。平成 12 年度から 16 年度にか

けて、すべての年度当初に学生納付特例申請を行っていたにもかかわら

ず、14 年度だけ 10 月に申請受付されていたことになっており、申立期

間が追納のできない未納期間とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になった平成 12 年４月に国民年金加入手続を行い、

大学及び大学院に在籍していた平成 12 年度から 16 年度までの５年間、

それぞれ年度当初に学生納付特例申請の手続を行ったとしているところ、

14 年度を除く 12 年度から 13 年度までの期間及び 15 年度から 16 年度ま

での期間について、年度当初に申請手続を行っていたことが社会保険庁

の記録から確認できることから、14 年度のみ年度当初に申請しなかった

とするのは不自然である。 

また、申立人は、国民年金保険料の猶予期間については追納しており、

納付意識が高いと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を猶予されていたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2130 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 37 年 12 月までの期間及び 57 年１月から同

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 36 年４月から 37 年 12 月まで 

         ② 昭和 57 年１月から同年３月まで 

戦争未亡人であり遺族年金で私達子供を育ててくれた母親が、年金

の重要性をよく知っていたため、Ａ区役所で国民年金加入手続をして

くれた。 

申立期間①については、私か母親がＡ区役所で、申立期間②につい

ては、妻か長女がＢ区役所で国民年金保険料を納付していた。 

申立期間①及び②の国民年金保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、直後の昭和 38 年１月から 42 年８月までの期間

の国民年金保険料については、申立人の所持する国民年金手帳には印

紙検認記録欄の検認印とともに「還付済」のゴム印が押印されている

が、同期間について還付の事実が確認できなかったとして、社会保険

事務所により平成 20 年７月２日に未納から納付済みに記録訂正が行わ

れているなど、行政側の記録管理に不備があったと認められる。 

    また、申立人が所持する昭和 37 年 11 月 17 日に払い出された国民年

金手帳からは、印紙検認記録欄に検認印が無いことから、申立期間の

国民年金保険料を現年度納付したことはうかがえないが、この期間は、

過年度納付を行うことのできる期間である。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人は、その前後の期間の国民年金保険料は



                      

  

納付済みであり、３か月と短期間である申立期間②の保険料を納付で

きなかった特段の事情はうかがえない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2132 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年 10 月から 41 年３月までの国民年金保険料（昭和 37

年度のうち納付済みとなっている３か月を除く）については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 36 年 10 月から 41 年３月まで 

        （昭和37年度のうち納付済みとなっている３か月を除く） 

中学卒業後、私だけ疎開先からＡ地に戻り、Ｂ区内の母の知人宅に

居住し、Ｃ社に勤務していた。 

20 歳になったのを機に、Ｂ区役所で国民年金加入手続を行い、郵便

局又は集金人により国民年金保険料を納付していた。 

20 歳の国民年金加入時から、60 歳になるまで欠かさず国民年金保険

料を納付しており、申立期間について、未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳のころ国民年金に加入し保険料を納付したとしている

ところ、昭和 37 年度のうち３か月が納付されていることが確認でき、申

立人の申述に不自然さはみられない。 

また、社会保険庁の記録では、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭

和 41 年３月ころに払い出されたこととなっているが、この払出時点では

昭和 37 年度のうち３か月分を現年度納付及び過年度納付することはでき

ない上、加入期間のうち最初の３か月が未納となっており、通常未納期

間の早いものから保険料が充当される特例納付により納付されたとも考

え難いことから、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたと考え

るのが自然である。 

さらに、年度内の一部に未納があれば存在するはずの社会保険庁の特

殊台帳の存在も確認できない。 



                      

  

加えて、申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間はすべて保険

料を納付しており、納付意識が高かったことがうかがわれる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2133 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年８月から 61 年３月までの付加保険料を含む国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 58 年８月から 61 年３月まで 

    昭和 48 年に国民年金に任意加入し、第３号被保険者になるまで国民

年金保険料を欠かさず納付してきた。申立期間については、任意加入被

保険者資格を喪失しているとのことだが、喪失手続を行った覚えは無い。

年金手帳や領収証書は盗難に遭って手元にないが、申立期間の保険料を

納付していたはずなので未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は昭和 48 年４月に国民年金に任意加入し、同年５月には付加年

金にも加入しており、第３号被保険者になる 61 年３月まで申立期間を除

き国民年金保険料を納付していることから、国民年金制度に対する意識及

び保険料の納付意識は高かったと認められる。 

また、申立期間前後を通じて申立人の住所に変更は無く、申立人の夫の

標準報酬月額から国民年金保険料を納付できる資力は十分あったと考えら

れ、申立人が申立期間の任意加入被保険者資格を喪失する特段の理由は認

められない。 

さらに、社会保険庁の記録から、申立人は任意加入当初から国民年金保

険料を前納していたと推認されることから、申立期間についても前納して

いたことが考えられる上、申立人が申立期間に納付したとする金額は当時

の保険料額とおおむね一致していることから、申立内容には信憑性
しんぴょうせい

が認

められる。 

加えて、Ａ市の国民年金被保険者台帳では、申立期間前の昭和 56 年度

及び 57 年度は未納となっているが、社会保険庁の記録では納付済みとな



                      

  

っているなど、行政側の記録管理に不備がうかがわれる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の付加

保険料を含む国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2134 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年 10 月から 55 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 54 年 10 月から 55 年３月まで 

    昭和 52 年 11 月に国民年金に任意加入し、国民年金保険料を納付して

きた。Ａに出国する前の 56 年７月から帰国する 60 年８月までの期間を

除き、未納期間は無いはずだ。申立期間についても、Ｂ市役所Ｃ出張所

かＤ銀行（現在は、Ｅ銀行）Ｆ支店で納付していたはずであり、未納と

なっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 52 年 11 月に国民年金に任意加入し、申立期間以外は、

Ａに出国する前の 56 年７月から帰国する 60 年８月までの期間を除き、国

民年金保険料を納付しており、保険料の納付意識は高かったものと認めら

れる。 

また、申立期間直前の昭和 54 年４月から同年９月までの期間について

は、当初未納とされていたが、Ｂ市の国民年金被保険者名簿では納付済み

と記録されていたことから、60 年 10 月３日に記録訂正されており、行

政側の記録管理に不備があったことがうかがわれる。 

さらに、申立期間は６か月と短期間であるとともに、申立人の夫の申立

期間前後の標準報酬月額から、国民年金保険料を納付する資力は十分にあ

ったものと考えられ、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付できない

特別の事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2141 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年４月から同年５月までの期間、

平成６年８月及び同年 10 月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 57 年 12 月から 58 年９月まで 

             ③ 昭和 60 年４月から平成６年 12 月まで 

             ④ 平成 12 年８月 

             ⑤ 平成 13 年４月及び同年５月 

    申立期間について未納とされていたが、当該期間の国民年金保険料は

私が妻の保険料と一緒に納付したはずであり、未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、夫婦二人分の国民年金保険料を申立

人自身が一緒に納付したはずであると主張しているところ、申立人が所

持する夫婦二人の国民年金手帳印紙検認記録及び国民年金保険料領収証

書により、申立期間①を除き昭和 48 年度から 50 年度までの保険料は夫

婦一緒に納付していたことが確認できるが、申立期間①については、昭

和 48 年 11 月にＡ市からＢ市に転居して間もない時期であり、当該期間

はその妻の保険料も未納である。 

 

  ２ 申立期間②及び③について、申立期間②のうち昭和 58 年４月及び同

年５月、申立期間③のうち平成６年８月及び同年 10 月から同年 12 月ま

での期間は、その妻の保険料は納付済みであることから、保険料の納付

をしたという申立人自身の保険料が未納となっているのは不自然である。 

 

  ３ 申立期間④及び⑤について、申立人は、夫婦二人分の国民年金保険料



                      

  

を申立人自身が一緒に納付したはずであると主張しているが、申立期間

④及び⑤はその妻の保険料も未納である。 

 

４ 申立期間②のうち昭和 57 年 12 月から 58 年３月までの期間及び 58 年

６月から同年９月までの期間、申立期間③のうち 60 年４月から平成６

年７月までの期間及び同年９月については、その妻の国民年金保険料も

未納である上、保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

 

５ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 58 年４月から同年５月までの期間、平成６年８月及び同年 10

月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 1277 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ局（現在は、Ｂ局。以下「Ｃ」とい

う。）における申立人の被保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日

（昭和 46 年２月３日）及び資格取得日（49 年８月５日）を取り消し、申

立期間の標準報酬月額を 10 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 46 年２月３日から 49 年８月５日まで 

 社会保険庁の記録では、Ａ局に勤務していた昭和 46 年２月３日から

49 年８月５日までの期間が欠落している。当該事業所には昭和 44 年４

月１日から平成９年３月 31 日まで継続して勤務しており、申立期間中

は海外に派遣されていたが、厚生年金保険料は給与から控除されていた

ので、申立期間についても被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人に係る雇用保険の被保険者記録により、申立人が、申立期間を含

む昭和 44 年４月１日から平成９年３月 31 日までの間、Ｃに継続して勤務

していたことが確認できる。 

   また、Ｃ保管の申立人の履歴書により、申立人の主張のとおり、申立期

間はＣの「Ｄ計画」により、専門家としてＥ国へ派遣されていることが確

認できる。 

   さらに、Ｃに照会したところ、「職員を専門家として海外に派遣する場

合の身分は休職となるが、厚生年金保険には継続して加入させることがＣ

の規程により定められており、派遣中もＣから給与は毎月支払われるため、

毎月の給与計算の都度、雇用保険料と一緒に厚生年金保険料も控除されて

いたと思う。」としており、社会保険事務所の記録において、申立人と同



                      

  

様に、申立期間とほぼ同時期の昭和 46 年 11 月から 49 年７月まで海外に

派遣されている同僚の厚生年金保険の被保険者記録は、厚生年金保険被保

険者資格を喪失すること無く、継続して加入していることが確認できる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＣにおける申立期

間前後の社会保険事務所の記録から、10 万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていな

いにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いこと

から、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出

を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 46 年２

月から 49 年７月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 1278 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報

酬月額を、38 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年５月１日から６年３月１日まで 

    厚生年金保険被保険者加入期間を照会したところ、平成４年５月から

６年２月までの標準報酬月額が給与と比較して著しく低額であった。

給与（38 万円）に基づいた保険料を支払っていたので標準報酬月額を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）に

おいて、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、申立人が主張す

る 38 万円と記録されていたが、社会保険事務所の記録では、株式会社Ａ

が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成６年４月 30 日以降

の同年５月 26 日付けで、申立人を含む 13 人の標準報酬月額の記録が訂正

されており、申立人の４年５月から６年２月までの標準報酬月額が 38 万

円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理

由は無く、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から 38 万円とす

ることが必要と認められる。 

   



                      

  

埼玉厚生年金 事案 1279 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年５月１日から 40 年８月１日まで 

             ② 昭和 40 年 11 月 24 日から 44 年４月１日まで 

 社会保険庁の記録では、Ａ株式会社Ｂ本社（現在は、株式会社Ｃ）と

Ｄ株式会社（現在は、Ｅ株式会社）に勤務していた期間は脱退手当金を

受け取ったこととなっているが、受け取った記憶は無いので記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間より前と申立期間

①と②の間の２回の被保険者期間についてはその計算の基礎とされておら

ず、未請求となっているが、申立人が最初の被保険者期間を失念するとは

考え難い上、未請求となっている申立期間①と②の間の被保険者期間と申

立期間である２回の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわ

らず、支給されていない期間として存在することは事務処理上不自然であ

る。 

   また、申立人は、昭和 44 年３月 31 日にＤ株式会社を結婚退職する際、

結婚後の住所地をＦ市と届けたが、挙式後、配偶者のＧ市への転勤に伴い

Ｆ市には住まずＨ区の実家からＧ市に転居し、脱退手当金が支給決定され

たとされる同年７月 25 日には、Ｇ市のＩ病院に入院していたと供述して

いるところ、申立人の所持している母子手帳から同病院の初診日が同年７

月２日であることが確認できることから、申立人の主張に不自然さは無く、

脱退手当金を受給できる状態にあったとは考え難い。 



                      

  

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 1280 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報

酬月額を、28 万円に訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成９年６月１日から 10 年 10 月 31 日まで 

    社会保険庁の記録では、平成９年６月１日から 10 年 10 月 31 日まで

の標準報酬月額は９万 8,000 円に下げられているが、誤りであると思

うので当該期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）に

おいて、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、申立人が主張す

る平成９年６月１日から 10 年 10 月１日までは 28 万円、同年 10 月１日か

ら同年 10 月 31 日までは 26 万円と記録されていたが、社会保険庁の記録

では、株式会社Ａが適用事業所に該当しなくなった 10 年 10 月 31 日以降

の同年 11 月４日付けで、申立人を含む６人の標準報酬月額の記録が訂正

されており、申立人の９年６月から 10 年９月までの標準報酬月額が 28 万

円及び 26 万円から９万 8,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認で

きる。 

これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理

由は無く、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から 28 万円とす

ることが必要と認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 1282 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

        住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 32 年７月１日から 35 年４月 30 日まで 

    脱退手当金の支給記録があるとのことだが私は絶対に脱退していない。

私は脱退手当金制度があることさえ知らなかった。私が所持している

厚生年金保険被保険者証には「脱」の表示は無い。もし書かれていた

ら受給したことがわかるはずである。知らない間にだれがこのような

ことをしたか徹底的に調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する再発行された厚生年金保険被保険者証には、脱退手当

金が支給されたことを示す表示が無いところ、当時再発行の場合でも脱退

手当金が支給された場合には支給を示す表示をするとの社会保険庁の通知

が存在したが、当該被保険者証を再交付した社会保険事務所で上記通知と

異なる取扱いが行われていたと認めるに足りる事情は無い。 

   また、申立期間後の複数の厚生年金保険被保険者期間は、申立人が厚生

年金保険に加入しているとは知らなかったとしている１か月の被保険者期

間を除き、すべて申立期間と同一記号番号で管理されていることに加え、

申立人は国民年金制度発足当初から国民年金に加入し、国民年金保険料を

納付していることや、厚生年金保険及び国民年金に継続して加入している

ことを踏まえると、申立人は年金制度に期待及び理解があったと認められ、

当時脱退手当金を請求する意思を有していたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 1284 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主は、申立人が昭和 27 年 11 月１日に厚生年金保険被保険者の資格

を取得した旨の届出を社会保険事務所に対して行ったことが認められ、か

つ、申立人の申立てに係る事業所における厚生年金保険被保険者の資格喪

失日は、28 年７月１日であったと認められることから、申立人に係る厚

生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

 なお、当該期間の標準報酬月額については、5,000 円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 27 年 11 月１日から 28 年７月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ株式

会社に勤務した期間（昭和 27 年８月１日から 28 年 10 月 30 日まで）の

うち、27 年 11 月１日から 28 年７月１日までの８か月間が欠落してい

る。前後の期間と同じように勤務し、途中で退職はしていないので、こ

の期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

                         

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が主張する申立期間については、社会保険事務所が保管するＢ株

式会社に係る被保険者名簿により、申立人と同姓同名かつ同じ生年月日で、

基礎年金番号に未統合の昭和 27 年 11 月１日から 28 年７月 29 日までの期

間の厚生年金保険被保険者記録が確認できたことから、申立人がＡ株式会

社を転勤した期間に係る 27 年 11 月１日から 28 年７月１日までの期間に

ついて、関連会社であるＢ株式会社において厚生年金保険の被保険者であ

ったことが認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、未統合の厚生年金保険被保

険者記録から 5,000 円とすることが妥当である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 1285 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 27 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 2,500

円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 27 年４月１日から同年７月 14 日まで 

 社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に

勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。当該期間の給与明細書には保険料が控除されているので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出のあった給与明細書により、申立期間において申立人が

Ａ社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる｡ 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における社会

保険事務所の昭和 27 年７月の記録から、2,500 円とすることが妥当であ

る。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ社は既に閉鎖し、事業主も亡くなっており、このほかに確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 1286 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ株式会社における申立人の資格取得

日に係る記録を昭和 43 年９月 30 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

６万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 43 年９月 30 日から同年 10 月 16 日まで 

    株式会社ＢのＣ工場に勤務していた昭和 43 年９月に、Ａ株式会社に

異動したが、異動先の事務処理ミスで１か月の記録欠落となった。昭和

30 年３月 15 日入社以降、空白なく勤務しており、申立期間を厚生年金

保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録、事業所の回答及び人事記録カードの記録から、申立人

は、株式会社ＢのＣ工場及びＡ株式会社Ｄ部に継続して勤務し（昭和 43

年９月に株式会社ＢのＣ工場からＡ株式会社Ｄ部に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 43 年 10 月の社会保険

事務所の記録から６万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否については、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 1295 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成 10 年２

月から 11 年 12 月までの期間、12 年４月から同年５月までの期間、13 年

３月、同年７月から同年８月までの期間、同年 12 月及び 14 年２月を 38

万円に、12 年２月、同年６月、同年８月から同年 10 月までの期間、13 年

２月、同年４月から同年６月までの期間、同年９月から同年 11 月までの

期間及び 14 年３月を 36 万円に、12 年１月、同年３月、同年７月、同年

11 月から 13 年１月までの期間、14 年１月及び同年 11 月から同年 12 月ま

での期間を 34 万円に、14 年４月及び同年６月から同年 10 月までの期間

を 32 万円に、14 年５月及び 15 年１月を 30 万円に訂正することが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年１月から 15 年１月まで 

    昭和 49 年から平成 15 年２月まで、Ａ区にある株式会社Ｂに勤務して

いた。当時の同僚の一人によると、給与明細書で控除されている厚生年

金の保険料額と、社会保険事務所が記録している標準報酬月額の一部が

一致しないとのことであった。そこで、手元に残っている給与明細書を

持参し、社会保険事務所で記録を確認すると自分の標準報酬月額の記録

と違っている部分があることがわかった。平成 10 年１月から退職する

までの期間について、調査の上、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給



                      

  

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる申立人の報

酬月額及び保険料控除額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であ

ることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書において確

認できる保険料控除額及び支給額から判断すると、申立期間のうち、平成

10 年２月から 11 年 12 月までの期間、12 年４月から同年５月までの期間、

13 年３月、同年７月から同年８月までの期間、同年 12 月及び 14 年２月

を 38 万円に、12 年２月、同年６月、同年８月から同年 10 月までの期間、

13 年２月、同年４月から同年６月までの期間、同年９月から同年 11 月ま

での期間及び 14 年３月を 36 万円に、12 年１月、同年３月、同年７月、

同年 11 月から 13 年１月までの期間、14 年１月及び同年 11 月から同年 12

月までの期間を 34 万円に、14 年４月及び同年６月から同年 10 月までの

期間を 32 万円に、14 年５月及び 15 年１月を 30 万円に訂正することが妥

当である。 

また、申立期間のうち、平成 13 年８月については、給与明細書は無い

ものの、雇用保険の記録により勤務の継続性が確認できることのほか、

９年 11 月から 15 年１月までの 63 か月間のうち、当該月を除く給与明細

書で控除が確認できるすべての厚生年金保険料額は同額であることから、

当該月の給与明細書から控除されている厚生年金保険料額は同額である

と推認できる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と社

会保険事務所で記録されている標準報酬月額が、平成 10 年２月から 15

年１月までの期間について一致していないことから、事業主は、給与明

細書で確認できる報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務

所は、当該期間の標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 10 年１月については、給与明細書がある

ものの、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額のいずれか低い方の額が、社

会保険事務所の記録における標準報酬月額を超えないことから、記録を

訂正する必要は認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 1300 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月

額を 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年５月１日から同年７月１日まで 

    社会保険事務所からの連絡により、株式会社Ａに勤務していた期間の

標準報酬月額が、平成９年１月６日に、さかのぼって、59 万円から 28

万円に引き下げられていることが判明した。そのため、標準報酬月額

を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、株式会社Ａは平成７年７月１日に全喪してい

るところ、申立人の標準報酬月額は９年１月６日付けで、７年５月１日

から同年７月１日までの期間が、59 万円から 28 万円に遡及
そきゅう

して訂正され

ていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、株式会社Ａ退職時に、退職後の社会保険加

入手続のため、平成７年７月 12 日付けでＢ社会保険事務所が確認印を押

した「被保険者資格喪失確認通知書の写し」を所持しており、同通知書

によれば、申立人の資格喪失時の標準報酬月額は法定上限である 59 万円

であったことがうかがえる。 

また、元同僚から、申立人の担当していた業務内容の詳細な供述が得

られており、申立人が当該減額訂正に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な

理由は無く、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について、有効な記

録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から 59

万円とすることが必要である。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2109 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年２月から 44 年３月までの期間及び 54 年７月から 55

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 42 年２月から 44 年３月まで 

             ② 昭和 54 年７月から 55 年３月まで 

    社会保険事務所で納付記録を照会したところ、申立期間が未納と言わ

れたが、申立期間①については、両親に加入手続をしてもらい、保険料

納付をしてもらっていたと思う。申立期間②については、私自身が市役

所で加入手続、保険料納付を行ったので、未納と言われることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人の国民年金手帳記号番号の払出しは、

前後に手帳記号番号が払い出された任意加入被保険者の資格取得日から昭

和 58 年６月ころと推認でき、その時点では申立期間①及び②とも、時効

により保険料を納付できず、別の手帳記号番号が払い出された形跡も見当

たらない。 

   また、申立人は、申立期間①については、国民年金保険料の納付に関与

しておらず、国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人

の両親は、既に他界しているため、国民年金の加入状況及び保険料の納付

状況が不明であり、申立期間②については、申立人は、申立期間、納付方

法についての申述が変遷するなど記憶が曖昧
あいまい

である。 

   さらに、申立期間①について、社会保険庁の記録では、申立人の兄及び

姉とも、20 歳の時点から国民年金に加入していないことから、申立人も

20 歳で国民年金に加入しなかった可能性も否定できない。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に 

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2112 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年７月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 48 年７月から 50 年３月まで 

住民票を移さないままＡ地の大学に行っていたが、20 歳になった時、

母がＢ市役所で私の国民年金の加入手続をして保険料を納付してくれて

いた。 

社会保険事務所に照会したところ申立期間が未納となっていたが、確

かに加入してから結婚するまでの間納付していたはずなので未納とされ

ていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48 年７月ころ、その母がＢ市役所で国民年金の加入手

続をしたと主張しているが、同市の国民年金被保険者名簿により申立人

の被保険者資格の取得日が 50 年４月 10 日であることが確認できること

から、申立期間は制度上保険料を納付できない未加入期間である上、別

の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

また、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与して

おらず、加入手続及び保険料納付を行ったとするその母は、申立人が学

生時代に加入手続をしたが 20 歳になった時点かどうかは記憶が曖昧
あいまい

で自

信がないとしており、加入手続及び納付状況が不明である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2113 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年 10 月から 39 年６月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 36 年 10 月から 39 年６月まで 

20 歳になった昭和 36 年９月に会社を辞め家業を手伝っていたが、私

の将来のため母がＡ市役所で国民年金の加入手続をし、それ以降は母が

父母と私の３人分の保険料を納付していた。 

60 歳になった時、信用金庫の人から 33 か月の未納期間があることを

知らされ驚いた。確かに加入してから結婚するまでの間納付していたは

ずなのに未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年 10 月ころ、その母がＡ市役所で国民年金の加入

手続をし、その後の保険料を納付したとしているが、その母が申立人の

保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い

上、申立人は国民年金加入手続及び保険料納付に直接関与していないこ

とから、加入手続及び保険料納付状況は不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 41 年９月ころに払い出さ

れており、払出しの時点では申立期間は時効により納付できない期間で

あり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、結婚後区役所から未納があるとの連絡を受け、現

在所持している年金手帳ではない別の手帳を提示して、結婚前に未納期

間は無いことを示したとしているが、現在所持している手帳にも結婚前

の期間である昭和 41 年４月から同年 10 月までの検認印欄に検認印が押

されており、結婚前に未納期間が無いことを示すためには、この手帳も

提示する必要があるが、申立人にはその記憶が無いこと、41 年９月の手



                      

  

帳記号番号払出後の同年 10 月にその時点でさかのぼって納付することの

できる 39 年７月までの分を過年度納付しているが、20 歳で国民年金に加

入し、その後申立人の母が保険料を納付しているのであれば、41 年９月

に改めて加入手続を行い、その時点でさかのぼって保険料を納付する必

要は無いと考えられることから、申立人の申述には全体として不自然さ

がみられる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2114 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年３月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年３月から同年 10 月まで 

昭和 62 年３月に会社を辞めたため妻がＡ市役所Ｂ支所で国民年金の

加入手続をし、それ以降は二人分の保険料を新郷支所で納付していた。

妻は納付済みになっているのに私の分が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 62 年４月ころ、その妻がＡ市役所Ｂ支所で国民年金の

加入手続をし、保険料を納付したと主張しているが、国民年金被保険者

資格を平成 13 年８月に取得していることから、申立期間は未加入期間で

あり制度上保険料を納付できない期間である上、別の手帳記号番号が払

い出された形跡は見当たらない。 

また、申立人の妻は、加入手続の際に年金手帳を交付されなかったと

しているほか、国民年金の加入手続と保険料納付に関する記憶が曖昧
あいまい

で

あり、加入状況及び納付状況が不明である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2117 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年２月から 58 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 56 年２月から 58 年９月まで 

    私は友人の 姑
しゅうとめ

の年金についての話に啓発されて国民年金に加入し

た。加入した時期や保険料の納付時期については昔のことなのではっ

きりは覚えていないが、保険料の納付を忘れたら大変と思い、一括納

付した記憶がある。主人のボーナスや私がこつこつ貯めた貯蓄の中か

ら当時としては大金を納付したと記憶しているが、一括納付した保険

料が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付時期、納付方法、保険料額

についての記憶が曖昧
あいまい

であり、保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）も無い。 

また、申立人は、国民年金に加入後、保険料納付を忘れると困るとして

申立期間の保険料を一括納付したとしているが、一括納付した期間が年度

途中までの期間である上、申立期間直後の昭和58年10月から60年12月まで

の保険料を過年度納付しており、申立内容に不自然さがみられる。 

さらに、昭和58年10月からの過年度納付の時期は、58年10月より前の国

民年金保険料が納付されていないことから、58年10月分が時効となる直前

の61年１月ころであると推認でき、この時点では申立期間は時効により保

険料を納付できない期間である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2120 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年１月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 37 年１月から 41 年３月まで 

    昭和 37 年に結婚後すぐにＡ区役所で夫婦二人分の国民年金の加入手

続をした。手続の際に年金手帳をもらった記憶がある。その後は夫婦

二人分の保険料を一緒に同区役所で納めていた。保険料は 100 円か 150

円だったと思う。申立期間について未納となっていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納

付したとしているが、具体的な保険料の納付方法について記憶が曖昧
あいまい

で

ある上、その夫も当該期間は未納である。 

   また、社会保険庁の記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号は昭

和 41 年４月ころに払い出され、同時点では申立期間のうち 37 年１月か

ら 38 年 12 月までの保険料については、時効により納付することができ

ない上、別の手帳記号番号が払い出された形跡がうかがえない。 

   さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2121 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 41 年３月まで 

    結婚前は自分で保険料を納付していた。結婚後は妻によると、昭和

37 年に結婚後すぐにＡ区役所で夫婦二人分の国民年金の加入手続をし

た。手続の際に年金手帳をもらった記憶がある。その後は夫婦二人分

の保険料を一緒に同区役所で納めていた。保険料は 100 円か 150 円だ

ったと思うとのことである。申立期間について未納となっていること

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、結婚前の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に関

する具体的な記憶が無く、結婚前から保険料を納付したとしていながら、

結婚後にその妻とともに加入手続をしたとしているなど、申立内容に不自

然さがみられる。 

   また、申立期間のうち結婚後の期間について、申立人の妻が夫婦二人分

の国民年金保険料を一緒に納付したとしているが、その妻は具体的な保

険料の納付方法について記憶が曖昧
あいまい

である上、申立期間について未納で

ある。 

   さらに、社会保険庁の記録によると、申立人の国民年金手帳記号番号は

昭和 41 年４月ころに払い出され、同時点では申立期間のうち 36 年４月

から 38 年 12 月までの保険料は時効により納付することができない上、

別の手帳記号番号が払い出された形跡がうかがえない。 

   加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2127 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年１月から 52 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 45 年１月から 52 年９月まで 

    私は、Ａ株式会社を退職した後、Ｂ学院に入学して習い事をしている

時、父が国民年金に加入したと言っていました。国民年金の保険料も父

が納付したので、申立期間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その父が国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料も納付

したと主張しているが、その父は亡くなっており、申立人も保険料の納付

等に直接関与していないため、国民年金の加入手続及び保険料の納付状況

は不明である。 

また、申立人は、昭和 52 年 11 月ころ国民年金の加入手続に行った記憶

があるとしていること及び社会保険庁の国民年金手帳記号番号の払出日が

52 年 11 月 29 日となっていることから、当該時点で加入手続を行ったこ

とが推認できる上、申立人は 52 年 10 月１日付けで任意加入となっている

ことから、当該時点では制度上、申立期間の国民年金保険料は、納付でき

ない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（日

記、家計簿等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる周辺

事情が見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。   



                      

  

埼玉国民年金 事案 2128 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年 11 月から 55 年３月までの期間及び 57 年 10 月から

58 年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 54 年 11 月から 55 年３月まで 

             ② 昭和 57 年 10 月から 58 年９月まで 

    私は、年金は継続的に加入することが重要であると認識していたので、

国民年金も継続的に加入し保険料を納付してきた。今回、年金の特別便

がきて社会保険事務所で聞いたら申立期間が未納であった。保険料は納

付してきたのに申立期間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①の国民年金保険料の納付について、国民年金手帳記号番号

が払い出された昭和 55 年８月 14 日時点においては、申立期間は過年度

納付となるが、申立人はまとめて納付したかどうか覚えていないなど、

納付状況は不明である。 

    また、国民年金手帳記号番号について、申立人はＡ区内から移動して

いないため、昭和 55 年８月 14 日以外に国民年金手帳記号番号が払い出

された事情が見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②の国民年金保険料の納付について、申立人は、毎月か２、

３か月ごとにＡ区役所Ｂ出張所又はＣ銀行Ｄ支店で納付したと主張して

いるが、社会保険庁の年度別納付状況リストでは、３か月ごとの定額納

付保険料の納付書により納付となっている上、申立期間が未納となって

いるなど、納付状況の記憶が曖昧
あいまい

である。 

   

  ３ 申立期間①及び②の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料



                      

  

（日記、家計簿等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情が見当たらない。 

   

  ４ 申立人は、Ｅ市に転居するまではＡ区に居住していたとしており、国

民年金手帳記号番号が払い出された昭和 55 年８月 14 日のほかに国民年

金手帳が払い出された事情が見当たらない。 

 

  ５ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2131 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年１月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番 号 ：  

  生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

  住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ： 昭和 44 年１月から 46 年３月まで 

20 歳になったのを契機に、勤務先の社長がＡ区役所で国民年金加入

手続をしてくれた。結婚するまでの間は、社長が国民年金保険料を納

付してくれており、結婚した際、社長から国民年金手帳を手渡された。 

申立期間について保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年１月に 20 歳になったのを契機に、勤務先の社長が

国民年金加入手続をしてくれ、国民年金保険料を納付していたとしている

が、申立人の所持する国民年金手帳は、46 年 11 月 22 日に発行され、同

年４月から同年 12 月までの保険料が、同年 12 月 20 日に納付されている

ことから、この時期に加入手続をしたと推認できる。 

また、申立人が加入手続を行った昭和 46 年 11 月時点では、申立期間の

国民年金保険料は、現年度納付することはできず、過年度納付又は特例納

付することになるが、申立人は、さかのぼってまとめて保険料を納付した

記憶は無いとしており、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も

見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行ったとする

当時の社長は、申立人の国民年金加入手続及び保険料の納付について、40

年程前のことで記憶に無いとしており、加入手続及び保険料の納付状況が

不明である。 

加えて、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



                      

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2135 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年 10 月から 46 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 39 年 10 月から 46 年３月まで 

    昭和 39 年 11 月ころ、夫が私の国民年金の加入手続をしてくれた。国

民年金保険料についても、夫が集金人を通じて夫婦二人分を一緒に納付

していたので、申立期間が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保

険料を納付したと主張しているが、申立人の夫は既に他界しており、申立

人自身は保険料の納付に関与していないことから、国民年金の加入状況、

保険料の納付状況等が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、社会保険事務所の国民年金手

帳記号番号払出簿から、昭和 46 年 12 月ころに払い出されていることが確

認でき、その時点では、申立期間の大部分が時効により国民年金保険料を

納付できない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間は 78 か月と長期間であるとともに、申立人が申立期

間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）は無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2136 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年９月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年９月から 47 年３月まで 

昭和 42 年 10 月ころ、Ａ市役所Ｂ出張所で国民年金への加入手続を行

い、国民年金保険料を納付していた。申立期間が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 42 年 10 月ころ、国民年金への加入手続をし、その後、

申立期間の国民年金保険料を納付したとしているが、申立人の国民年金手

帳記号番号は 47 年４月 25 日に払い出されており、その時点以降では、過

年度納付及び特例納付によりさかのぼって一括納付する必要があるが、申

立人にさかのぼって納付した記憶は無く、別の国民年金手帳記号番号が払

い出された形跡もみられない。 

また、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2137 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年３月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年３月から 46 年３月まで 

申立期間の国民年金保険料については、父親がＡ市Ｂ町会の納税組合

を通じて納付していた。申立期間が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その父親がＡ市Ｂ町会の納税組合を通じて国民年金への加入

手続をし、その後、申立期間の国民年金保険料を納付したとしているが、

父親は既に他界しており、国民年金への加入及び保険料納付に関する証言

が得られず、申立人もそれらに関与していないことから、申立人の国民年

金への加入状況及び保険料納付状況が不明である。 

また、申立人及び同居のその妹の国民年金手帳記号番号は昭和 46 年 10

月 21 日に姉妹連番で払い出されており、その妹も申立期間中の 20 歳とな

った 44 年 11 月から 46 年３月までの保険料が未納となっており、申立期

間直後の 46 年４月以降は納付済みであることから、申立人についても、

46 年４月から納付を開始したと考えるのが妥当である。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家  

計簿、確定申告書等）は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2138 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 61 年 11 月から 63 年 11 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年 11 月から 63 年 11 月まで 

    申立人は、昭和 61 年 10 月に建設会社を退社した後、申立期間の国民

年金保険料未納期間が発生してしまった。後日、妻が申立期間の保険料

を一緒に納めたと記憶しているが、妻は申立期間と同期間の保険料が納

付済みとなっており申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 61 年 10 月に建設会社を退社後、再就職する直前の 63

年 11 月までの申立期間の国民年金保険料を納付していなかったことから、

後日、その妻が申立期間の保険料をまとめて納付したとするが、申立期間

当時申立人は国民年金に未加入であるため、保険料納付に先立ち加入手続

が必要となるが、申立人から加入手続をしたとする具体的な申述が得られ

ない。 

また、申立人は同期間の国民年金保険料の納付に関して直接に関与をし

てこなかったとしていることから、申立人の主張は具体的でなく、その妻

は、申立期間の保険料が納付済みとなっているものの、申立人の保険料を

まとめて一緒に納付したとする記憶が曖昧
あいまい

なため納付に係る証言を得られ

ず、その状況は不明である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）も無い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2139 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年３月から同年６月までの国民年金保険料については、 

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 37 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年３月から同年６月まで 

    申立期間はＡ区役所で免除申請をしたはずであり、未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料をＡ区役所で免除申請をしたはず

であると主張しているが、その時、同時に国民年金に加入するための書類

を書いた記憶は無く、国民年金への加入状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは平成３年６月

であり、この時点では申立期間の保険料を免除申請することはできない上、

別の手帳記号番号が払い出されていた形跡は見当たらない。 

さらに、申立期間前の昭和 55 年４月から 58 年２月までは厚生年金保険

に加入していることから、所得はあったものと考えられ、免除申請したと

してもその申請が承認されたとは考え難い。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除申請したことを確認

できる関連資料が無く、ほかに申立期間の保険料を免除申請したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2140 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年 10 月から 38 年１月までの期間及び 63 年４月から同

年６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ：  昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 36 年 10 月から 38 年１月まで 

             ② 昭和 63 年４月から同年６月まで 

    申立期間①については、長女が出生した時から前妻と離婚するまでＡ

区の出張所で国民年金保険料を納付し、申立期間②については、Ｂ町役

場（現在は、Ｃ市）で納付したはずであり、未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、Ａ区の出張所で国民年金保険料を納

付したはずであると主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号が

払い出されたのは昭和 40 年 11 月ころであり、この時点では申立期間は

時効により納付できない上、別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる形跡も見当たらない。 

また、同期間は、申立人の当時の妻の国民年金保険料も未納である。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ町役場で国民年金保険料の還付を

受けた記憶があることから、未納期間は無いはずであると主張している

が、申立期間②の前の転職の時期である昭和 60 年３月及び同年６月も

保険料は未納となっており、厚生年金保険から国民年金への制度切替え

の手続を行っていた事実は確認できない。 

一方、昭和 50 年４月から同年６月までの国民年金保険料は、厚生年

金保険との二重加入により還付されていることから、この期間の還付と

混同した可能性も考えられる。 



                      

  

    

  ３ 申立期間①及び②共に保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2142 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成８年 12 月から９年３月までの期間及び 11 年９月の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ：  昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成８年 12 月から９年３月まで 

             ② 平成 11 年９月 

    申立期間の国民年金保険料は妻の保険料と一緒にＡ市役所で納付した

はずであり、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料はＡ市役所から国民年金

保険料納付通知書が送付されてきて、妻の分と一緒にＡ市役所で納付した

はずであると主張しているが、申立人は厚生年金保険の資格喪失をした平

成８年 12 月に 60 歳に達しており、申立期間①及び②は共に国民年金には

任意加入期間となり、かつ、申立人が国民年金に加入した形跡は無いこと

から、行政側が申立人に対して納付通知書を送付したとは考え難い。 

   また、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料をＡ市役所で納付

したと記憶しているが、申立人が所持するその妻の申立期間①に係る国民

年金保険料領収証書により、妻の保険料は外部の金融機関で納付されたこ

とが確認できることから、申立人の記憶と齟齬
そ ご

がある。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2143 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年 10 月から 47 年３月までの期間及び 50 年４月から

51 年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：   

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年 10 月から 47 年３月まで 

② 昭和 50 年４月から 51 年 12 月まで 

    申立期間当時は、両親と共に自営で工場を営んでいたが、国民年金に

ついては当時在住していたＡ区役所のＢ出張所で加入手続を行い、保険

料はＡ区Ｃ町の郵便局で納付していた。約 10 年もの間未納期間があり

ながら気付かないはずはなく、未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号から推定でき

る国民年金への加入時期は、昭和 47 年 11 月ころであり、その時点では、

申立期間①の一部は時効により納付できない期間であり、別の国民年金

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

また、申立人は、申立期間①の国民年金保険料の納付について、当時

在住していたＡ区のＤ郵便局（現在は、Ｅ郵便局）で国民年金保険料を

納付したとしているが、同区での国民年金保険料の納付方法が印紙検認

方式から納付書方式へ移行したのは昭和 45 年４月以降であることから、

申立人に印紙検認による保険料納付を行った記憶が無いことは不自然で

ある。 

 

２ 申立期間②については、申立人が国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、しかも、申立人は、

当該期間について、海外に渡航していたため保険料を納付することがで



                      

  

きなかった期間であった可能性があり、帰国後にさかのぼって保険料を

納付した記憶も無いことから、当時の具体的な納付状況等が不明である。 

 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。  

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2144 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年５月から 58 年４月までの期間、平成３年３月から４

年３月までの期間、５年５月から７年３月までの期間、９年３月及び９年

７月から 11 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日  ： 昭和 34 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： ① 昭和 56 年５月から 58 年４月まで 

             ② 平成３年３月から４年３月まで 

             ③ 平成５年５月から７年３月まで 

             ④ 平成９年３月 

             ⑤ 平成９年７月から 11 年３月まで 

申立期間①については、昭和 56 年にＡ社を退職した後に、Ｂ市役所

から国民年金保険料の督促状が来て、父がＢ市役所で 10 万円に満たな

い金額を２回納付した。また、申立期間②から⑤までについては、婦人

服店を経営していたときに保険料を一括で納付した記憶がある。申立期

間が未納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ社を退職後実家で生活していたが、

Ｂ市役所から申立人の父あてに申立人の国民年金保険料の督促状がきて

10 万円に満たない金額の国民年金保険料を２回、父がＢ市役所に納付

したとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号から推定できる

国民年金への加入時期は平成元年５月から同年８月ごろであるため、こ

の時点では申立期間①は時効により納付できない期間となる。 

 

２ 申立期間②から⑤までについて、申立人は、平成３年から 10 年ごろ

に 10 万円に満たない金額の国民年金保険料を一括して納付した記憶が

あるとしているが、納付期間や納付年度などの記憶が無く、当該期間の



                      

  

保険料の納付を裏付ける関連資料（家計簿、確定申告書等）も見当たら

ない。 

また、申立人は、住所の移転も無く、別の国民年金手帳記号番号が払

い出された形跡もみられない。 

 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 1269 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につ

いては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成７年 12 月１日から９年 12 月 31 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、平成７年 12 月１日から９年 12 月 31

日までの期間に係る標準報酬月額が、10 年１月 21 日に実際の給料より

低い報酬額に訂正されていることが分かったので、訂正前の報酬額に戻

してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人が代表取締役を勤めていたＡ株式会社は、

平成９年 12 月 31 日に全喪しているところ、10 年１月 21 日付けで７年 12

月から９年 11 月までの申立人に係る標準報酬月額が 59 万円から９万 2，

000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、「同社の取締役として経理関係事務を担当し

ていた妻が、社会保険事務所からの指導を受け、厚生年金保険料の滞納の

責任を取り、妻自身の標準報酬月額の減額と、私の平成７年 12 月から９

年 11 月までの期間についての標準報酬月額の減額に同意したと妻から報

告を受けた」と供述していることから、申立人が標準報酬月額の減額訂正

処理に関与していたと認められる。 

   これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っ

ている代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行為に

ついて責任を負うべきであり、自らの標準報酬月額の減額処理に関与しな

がら、当該減額処理が有効なものでないと主張することは信義則上妥当で

なく、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 1270 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につ

いては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成７年 10 月１日から９年 12 月 31 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、平成７年 10 月１日から９年 12 月 31

日までの期間に係る標準報酬月額が、10 年１月 21 日に実際の給料より

低い報酬額に訂正されていることが分かったので、訂正前の報酬額に戻

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人が取締役を勤めていたＡ株式会社は、平

成９年 12 月 31 日に全喪しているところ、10 年１月 21 日付けで７年 12

月から９年 11 月までの申立人に係る標準報酬月額が 41 万円から 13 万 4，

000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、「自分は同社の経理関係事務担当の責任者と

して社会保険事務所から指導を受け、厚生年金保険料の滞納の責任を取っ

て、自ら平成７年 10 月から９年 11 月までの期間の標準報酬月額の減額に

同意した」と供述していることから、申立人は、担当取締役として当該減

額処理に係る事業所の意思決定について一定の責任を有していたと認めら

れる。 

   これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務の担当取締役である

申立人が、自らの標準報酬月額の減額処理に職務上関与しながら、当該減

額処理が有効なものでないと主張することは信義則上妥当でなく、申立人

の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 1271 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、労働者年金保険被保険者として労働者年

金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 19 年１月１日から同年６月１日まで 

           申立期間について、株式会社ＡのＢ工場に勤務していた。陸海軍の軍

需品生産のため、軍隊の入隊を延期していたが、申立期間の労働者年金

保険の記録が無いので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主が提出した人事記録により、申立人が申立期間に株式会社ＡのＢ

工場に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、昭和 17 年６月１日から開始された厚生年金保険（当時

は、労働者年金保険）の被保険者の対象は、現業の男子労働者のみとされ

ていたところ、申立人は「当該事業所において従事した業務が軍需品の生

産業務から一般事務へと変わった。」と供述していることから、この従事

した業務内容が事務職に変更したことにより、申立人は現業の労働者には

該当せず、申立期間は厚生年金保険に加入することはできない期間であっ

たことが推認される。 

また、事業主及び同僚に申立期間に係る厚生年金保険の適用について照

会したが、関係資料及び供述を得ることができなかった。 

さらに、社会保険事務所が保管する株式会社ＡのＢ工場の労働者年金保

険被保険者名簿及び健康保険厚生年金保険被保険者払出簿によると、申立

人は昭和 19 年１月１日に労働者年金保険被保険者資格を喪失し、同年６

月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 



  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が労働者年金保険被保険者として、申立期間に係る労働者年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1272 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20 年 10 月１日から 22 年７月３日まで 

    Ａの設備のための技術を買われ、Ｂ株式会社に昭和 20 年 10 月１日に

入社したが、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。当該期間も

被保険者として認めてほしい。          

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の供述により、申立人が申立期間においてＢ株式会社に勤務

していたことはうかがえる。 

   しかしながら、Ｂ株式会社は既に適用事業所でなくなっており、同社の

所在地を管轄する法務局においても商業登記が確認できず、当時の同僚か

らも会社は既に無いとの供述があるなど、申立期間当時の事業主の所在は

不明であり、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用について供述を

得ることができなかった。 

なお、申立人と同じ年に入社したとする同僚二人は、社会保険事務所の

記録から、入社したとする日から１年以上後に厚生年金保険被保険者資格

を取得していることが確認できる。 

   また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1273 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立  期 間 ： 昭和 46 年９月１日から 48 年９月１日まで 

Ａ所に所属していた昭和 46 年８月に、Ｂ市の株式会社ＣのＤ店の長

期契約販売員をＥ株式会社(本社はＦ区にあり、現在は、Ｇ株式会社)が

募集しており、契約して昭和 48 年８月末まで勤務した。 

Ｅ株式会社Ｈ出張所(Ｉ区Ｊ地)の営業担当であったＫさんが上司で、

毎月給与から厚生年金保険料を控除されていたことを記憶していること

から、納得できないので被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、Ｅ株式会社に継続して勤務していたことについて、当時営業

担当であった上司の供述及び雇用保険の記録により、推認される。  

しかし、事業主は、「当時の記録は廃棄して申立人の勤務、厚生年金保

険料の控除及び社会保険事務所への届出等について文書による回答はでき

ない。」としており、申立期間に係る申立人の厚生年金保険料の控除につ

いて確認することができなかった。 

また、Ｅ株式会社Ｈ出張所の当時の営業担当は、「申立人の厚生年金保

険料の控除については、担当外のことでわからない。」と供述し、当時の

所長及び経理担当者からは回答を得られず、申立人の申立期間に係る厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び供述を得ることができ

なかった。 

さらに、申立人が申立期間に所属していたＡ所は、すでに廃業しており、

事業主及び同僚からも供述を得ることができず、厚生年金保険料を給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

加えて、社会保険事務所が保管するＥ株式会社の被保険者名簿に申立人



  

の氏名は確認できず、申立期間前後の健康保険の整理番号に欠番も無い。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。     



  

埼玉厚生年金 事案 1274 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏     名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住     所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から 12 年９月 12 日まで 

    昭和 48 年２月 22 日から平成 12 年９月 12 日まで、Ａ市にあるＢ株式

会社に勤務していたが、平成４年４月から 12 年９月 12 日までの標準報

酬月額と当時実際に受け取っていた給与の額面に大きな違いがある。 

    経理は、税理士と妻に任せていたので、標準報酬月額の変更は全く知

らなかった。適正な標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    社会保険事務所の記録では、申立人の記録は平成４年４月１日の月額

変更届により、標準報酬月額が 53 万円から９万 8,000 円に変更されて

おり、その後は同額で、全喪に至る年まで、算定基礎届が遅れながらも

提出されている。 

しかしながら、Ｂ株式会社は現在休眠状態であり、申立期間に係る

申立人の当時の報酬月額及び厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料は無い。                    

また、申立人が主張する標準報酬月額に基づいて厚生年金保険料を

控除していたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

さらに、厚生年金保険被保険者資格の記録について訂正されている

形跡は無く、社会保険庁のオンライン記録とも一致しているため、社

会保険事務所における処理に不自然な点は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1275  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年９月から 41 年８月まで 

             ② 昭和 43 年３月から 44 年 12 月まで 

             ③ 昭和 45 年１月から同年６月まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ市所

在の株式会社Ｂに勤務していた申立期間①、Ｃ市所在のＤ株式会社

（以下「Ｄ」という。）に勤務していた申立期間②及びＣ市所在の株

式会社Ｅに勤務していた申立期間③の加入記録が無い旨の回答をもら

った。申立期間①、②及び③については、それぞれの会社に勤務して

いたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間①については、同僚の供述により、申立人が当該期間におい

て株式会社Ｂに勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、株式会社Ｂは既に廃業し、当時の代表者の所在が不明

であるため、厚生年金保険加入状況や厚生年金保険料の控除に係る供述

を得ることができない。 

また、申立人を記憶していた同僚は、「短期間で退職する者が多かっ

たので、会社が申立人の保険料を納付していなかったのではないか」と

供述している。 

さらに、社会保険事務所が保管する株式会社Ｂの被保険者名簿には申

立人の氏名の記載は無く、申立期間①の前後の期間を通じて健康保険の

番号に欠番も無い。 

    

２ 申立期間②については、当時の代表者や同僚等の供述から申立人が当



  

該期間中にＤに勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、当時の代表者は、Ｄは既に解散しており、当時の資料

はすべて破棄していることから、厚生年金保険加入状況や厚生年金保険

料の控除について確認することができないとしている。 

また、申立人は、申立期間②当時のＤの従業員は約 10 人であったと

主張し、その従業員数は、社会保険事務所が保管する同社の厚生年金保

険被保険者名簿で確認できる申立期間②中の被保険者数８人から 10 人

とおおむね一致するものの、当該被保険者名簿に氏名の記載がある同僚

は、「私は有限会社Ｆ（以下「Ｆ」という。現在は、有限会社Ｇ）に勤

務し、申立人はその子会社であるＤに勤務していた。」とした上で、

「当時、本店に当たるＦは厚生年金保険の非適用事業所であったため、

その従業員は子会社のＤで厚生年金保険に加入していた。」と供述し、

有限会社Ｇの現在の代表者も、「先代の代表から、本店が適用事業所と

なるまでの間は本店の従業員をＤで厚生年金保険に加入させていたと聞

いている。」と供述し、その事実を認めている。 

さらに、Ｄの当該被保険者名簿には、当該同僚以外にも申立人が当時

の本店勤務者と指摘する者二人の氏名が含まれている上、申立人及び当

該同僚が当時の本店勤務者として記憶する同僚一人の氏名のほか、当該

同僚がＤ勤務者として記憶する同僚一人の氏名の記載が無く、健康保険

の番号に欠番も無いことから、当時、Ｄでは本店勤務者を含め、必ずし

も従業員全員を厚生年金保険に加入させていたわけではないことがうか

がえる。 

 

３ 申立期間③については、雇用保険の加入記録から申立人が当該期間の

一部の昭和 45 年２月 26 日から同年４月 26 日まで株式会社Ｅに勤務し

ていたことが認められる。 

しかしながら、株式会社Ｅは既に解散し、当時の代表者も既に亡くな

っているため、申立人の申立期間③における勤務実態及び厚生年金保険

料の控除を確認できる関連資料及び供述を得ることはできない。 

また、社会保険事務所の保管する同社の厚生年金保険被保険者名簿か

ら申立期間③中に被保険者であったことが確認できる５人の同僚に勤務

実態及び厚生年金保険の適用について照会したが、供述を得ることがで

きなかった。 

さらに、当該被保険者名簿には申立人の氏名の記載は無く、申立期間

③の前後の期間を通じて健康保険の番号に欠番も無い。 

 

４ 加えて、申立人がすべての申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無



  

い。 

  このほか、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 

５ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係る厚

生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 1276 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年 10 月ごろから 44 年７月ごろまで 

 昭和 43 年 10 月から 10 か月くらいＡ町（現Ｂ市）にあったＣに調理

師として働いていた。Ｃが社会保険に加入していたかどうかわからない

が、申立期間に個人で国民年金保険料を納付した覚えもないので、Ｃに

おいて厚生年金保険被保険者であったのではないかと思う。調査の上、

申立期間を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ町のＣに勤務していたとするものの、申立事業所は既に廃

業し、当時の代表取締役は亡くなっており、また、申立人は、同僚の氏名

を記憶していない上、社会保険事務所の記録から、申立期間にＣで被保険

者であることが確認できる同僚についても、所在が不明のため同僚照会を

行うことができず、申立人の申立期間に係る勤務事態及び厚生年金保険の

加入状況について確認することができない。 

さらに、Ｃでの仕事を紹介したＤという会の当時の会長は既に亡くなっ

ているが、現会長は、申立期間当時の職業紹介等に係る資料は無いとして

いる。 

加えて、申立人は申立期間について、事業主により厚生年金保険料を控

除されていた具体的記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料を控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を



  

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1281 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 41 年１月 12 日から 43 年 11 月１日まで 

    社会保険庁の厚生年金保険被保険者記録では、申立期間が脱退手当金

を受給している記録になっているが、私は、脱退手当金の制度がある

こと自体も知らなかったし、脱退手当金を請求したことも受給したこ

とも無い。申立期間の厚生年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁が保管するＡ社の被保険者名簿には、申立人に脱退手当金が

支給されたことを意味する表示が記されているとともに、申立期間の脱退

手当金の支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約１か月半後の昭和 43 年 12 月 10 日に支給決定され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金の支給を疑わせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1283 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 19 年 10 月１日から 20 年９月１日まで 

    私はＡ株式会社では厚生年金保険に加入していたということを知らな

かったが、平成 16 年に同期会があり、Ａ株式会社の期間の年金をもら

っているという話が出た。平成 16 年５月、Ｂ社会保険事務所に年金の

請求をしたが脱退手当金が支給されているとの回答であった。しかし、

私は脱退手当金を受け取っていない。調べ直してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険業務センターが保管する申立人の被保険者台帳には、Ａ株式会

社の被保険者期間について脱退手当金が支給されたことを示す記載があり、

同台帳に記載されている脱退手当金の支給金額は、支給額に計算上の誤り

は無く、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、Ａ株式会社の被保険者名簿の申立人の欄には「脱」表示が無いが、

脱退手当金の支給記録が確認できる５人全員について、被保険者名簿に

「脱」表示が無いことから、「脱」表示が無いことをもって脱退手当金が

支給されていないと推認することはできない上、申立人から聴取しても請

求・受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 1287 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 58 年８月 26 日から 62 年 11 月 30 日まで 

 社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、株式会

社Ａに勤務した期間のうち、昭和 58 年８月 26 日から 62 年 11 月 30 日

までが未加入との回答をもらった。当該期間は、同社の事業主である夫

と共に継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立てに係る事業所における当時の複数の同僚の供述から、申立人が申

立期間に株式会社Ａに勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管する申立人の夫の健康保険厚生

年金保険被保険者原票により、申立人が昭和 58 年９月９日から健康保険

の被扶養配偶者となったことが確認できるとともに、社会保険庁の記録

から、申立人は申立期間のうち、61 年４月から国民年金の第３号被保険

者となっていることが確認できる。 

また、株式会社Ａは既に解散している上、当時の同僚からは厚生年金

保険料控除に係る証言を得ることができなかった。 

さらに、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていた事実を確認できる給与明細書等の関連資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1288 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

        住        所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 35 年４月ごろから 36 年１月ごろまで 

    私は、Ａ株式会社（Ｂ市Ｃ地）に勤務していた親戚のＤ氏の紹介で同

社に入社した。厚生年金保険料は給与明細書で控除されていた記憶が

ある。申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ株式会社の所在地、申立人が同社に入社した経緯及び複数

の同僚の氏名を記憶しており、期間の特定はできないものの申立人が申立

事業所に勤務していたことは推認される。 

   しかし、申立人をＡ株式会社に紹介したとする同僚の厚生年金保険の被

保険者記録は、昭和30年５月26日から34年９月20日までの期間の１事業所

のみであり、当該事業所もＡ株式会社ではないことが社会保険庁の記録で

確認できる。 

また、申立人が勤務したとするＡ株式会社は、社会保険庁の記録では申

出のあった所在地での厚生年金保険の適用事業所を確認することができな

いが、同社Ｅ支店の適用事業所は確認でき、社会保険事務所が保管する当

該事業所の被保険者名簿では、申立人の氏名は無い上、健康保険の番号に

欠番も無いことが確認できる。 

さらに、商業登記により、Ａ株式会社は平成２年３月７日に閉鎖されて

いることが確認でき、役員等の住所を特定することもできず証言を得るこ

ともできない。 

加えて、申立人は同僚の名字しか記憶しておらず、同僚からＡ株式会社

における申立人の勤務の状況や厚生年金保険料の控除について確認するこ



  

とができない。 

このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除に係る事実を確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1289 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 10 年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申  立  期  間 ： ① 昭和 27年２月ごろから同年 10月ごろまで 

② 昭和 31年１月６日から 33年 12月 31日まで 

③ 昭和 44年 10月１日から 45年３月 20日まで 

申立期間①についてはＡ株式会社に、申立期間②についてはＢ社Ｃ支

店に、申立期間③についてはＢ社Ｃ支店にそれぞれ勤務し、いずれも厚

生年金保険に加入していたはずである。社会保険庁の記録では、厚生年

金保険被保険者期間としての記録が無いとの回答を得たが、厚生年金保

険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人はＤ市にあったＡ株式会社に勤務していた

としているが、社会保険庁の記録から、同社が厚生年金保険の適用事業所

であることが確認できないほか、管轄の法務局で商業登記の記録も確認で

きない。 

また、申立人は、事業主の氏名及び同僚の氏名も記憶に無いことから、

Ａ株式会社の当時の状況、申立人の勤務状況及び厚生年金保険料の控除に

ついて確認することができない。 

 申立期間②について、申立人はＥ区Ｆ町にあったＢ社Ｃ支店で昭和 32

年の火災を記憶していること及び当時の同僚の供述により、申立人は当該

期間において当該事業所に勤務していたと推認できる。 

しかし、事業主及び同社の総務経理担当の事務長は既に亡くなっており、

事業所も組織改正をしていることから、申立人の厚生年金保険の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

また、当時の同僚は「当該事業所は試用期間があり、同社が新規適用事



  

業所になってから２年後に厚生年金保険の被保険者として加入できた」と

供述している。 

さらに、社会保険事務所が保管するＢ社Ｃ支店の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿において確認したところ、健康保険の整理番号は連番で欠番

も無く、申立人の氏名は確認できなかった。    

申立期間③について、申立期間②と同様に申立人はＥ区Ｇ町にあったＢ

社Ｃ支店に勤務していたとしているが、申立人の記憶がもどり、「昭和 44

年 10 月ごろ、疲労によりＨ市の病院に急遽入院するために当該事業所を

一時退職したが、退院後も社内で再入社の声が多数かかり、復帰後の勤務

先をＣ支店からＩ支店へと配置転換の配慮がなされたため、Ｂ社に勤務す

ることになった。」としている。 

また、社会保険事務所が保管するＢ社Ｃ支店の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿の記録は、申立期間③に係る申立人の説明と一致している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年金

保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 1290  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録について

は、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成５年１月１日から同年７月 28 日まで 

Ａ株式会社における平成５年１月から同年６月までの標準報酬月額

が、26 万円から 16 万円に引き下げられているので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人が代表取締役を勤めていたＡ株式会社

は、平成５年７月 28 日に全喪しているところ、申立人の標準報酬月額に

ついては、同年９月 17 日付けで同年１月から同年６月までが 26 万円か

ら 16 万円に遡及
そ き ゅ う

して訂正されていることが確認できる。   

 しかしながら、申立人は、厚生年金保険料を滞納していたことを認め

ており、社会保険事務所で申立人が直接担当職員から遡及
そ き ゅ う

して保険料を

減額処理できるとの説明を受けた後、標準報酬月額の減額訂正処理に係

る届出を行ったと供述している。   

 これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負

っている代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行

為について責任を負うべきであり、自らの標準報酬月額の減額処理に関

与しながら、当該減額処理が有効なものではないと主張することは信義

則上妥当でなく、申立期間における、厚生年金保険の標準報酬月額の記

録に係る訂正を認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1291 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

 氏    名  ： 男 

 基礎年金番号  ：  

 生 年 月 日  ： 昭和６年生 

 住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 25 年５月ごろから 27 年 10 月１日まで 

    社会保険庁の厚生年金保険加入記録では、Ａ市内にあったＢ株式会社

の工場で塗装工として働いていた昭和 25 年５月ごろから 27 年 10 月１

日までの記録が無い。本社工場に同級生が勤めていたので確認してほし

い。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ株式会社に昭和 25 年５月ころ入社した同僚が「申立人は自分より１

か月くらい後に入社し、一緒に塗装工をしていた。」と供述していること

から、申立人が申立期間において同社に継続して勤務していたことは認め

られる。 

しかし、社会保険事務所が保管するＢ株式会社の健康保険・厚生年金保

険被保険者名簿において、申立人と同じ日に被保険者資格取得をした複数

の同僚のうち、申立人の勤務実態を記憶していた同僚は、「臨時工として

入社し、厚生年金保険には入社して２年半くらいした昭和 27 年 10 月に加

入した。」と供述し、そのほかの同僚は「入社後しばらく臨時工として働

き、本採用となったときに厚生年金保険に入った。」と供述している上、

当該同僚の厚生年金保険の記録における資格取得日は入社日の２年６か月

後であることが確認できることから、当該事業所は入社時に臨時工として

勤務し、臨時工の期間は厚生年金保険に加入していなかったものと認めら

れる。 

また、事業主は申立期間当時の人事記録や給与関係書類を保有していな

いことなどから、申立人の同社での勤務状況及び保険料控除について確認

することができないとしている。 

さらに、複数の同僚が厚生年金保険被保険者になってから厚生年金保険



  

の保険料を給与から引かれたと供述したが、申立人は厚生年金保険料を給

与から控除されていた具体的な記憶が無いとしている。 

このほか、申立人が申立期間における厚生年金保険料を控除されていた

ことを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1292 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年８月１日から６年６月 30 日まで 

        社会保険庁の記録によると、平成６年７月７日に標準報酬月額が４年

８月から６年６月まで 53 万円から８万円に引き下げられていた。私自

身は引き下げた記憶は無いので調査してほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の厚生年金保険被保険 

者記録の訂正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録では、申立人が代表取締役を務めていたＡ有限

会社は、平成６年６月 30 日に全喪しているところ、申立人の標準報酬月

額を同年７月７日付けで、４年８月から６年５月までを 53 万円から８万

円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ有限会社の社会保険の手続及び当該訂正手続につい

ては、申立人が処理を行っていたとしている。 

また、申立人の妻の供述では、事業の手続等はすべて申立人が行って

いたとしていること、当該事業が実質的に申立人一人により運営されて

いたことなどから､申立人の標準報酬月額の減額訂正処理について､代表

取締役である申立人が関与していなかったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負

っている代表取締役である申立人が、会社の業務としてなされた当該行

為については責任を負うべきであり、自らの標準報酬月額の減額処理に

関与しながら当該減額処理が有効なものでないと主張することは信義則

上妥当でなく、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録に

係る訂正を認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1293 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年５月 11 日から同年 11 月３日まで 

        昭和 44 年当時、Ａ地在住で新聞の募集欄を見て応募し、Ｂ株式会社

に入社した。職種は不動産販売の営業の仕事を行い､当時は大量に社員

を入社させていた。営業の仕事は半年ほどで退社したが、この間の厚生

年金保険の記録が抜けているので調査してほしい。 

 

 第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間当時、Ｂ株式会社の不動産販売の営業員として勤務

していたと主張しているが､申立期間当時の事業主は既に変わっており、

現在の株式会社Ｃからは、当時の関係資料は保管されておらず、申立期

間の勤務実態及び厚生年金保険料が控除されていたことを確認できない。 

また､当時の同僚は「当該事業所は社員を採用してから一定期間を試用

期間として採用し、その後成績次第によって、正社員に登用してから厚

生年金保険に加入させていた。」と供述している上、当該同僚の厚生年

金保険の記録における資格取得日は、入社日の２か月後であることが確

認できることから、一定のルールをもって厚生年金保険に加入させてい

た状況がうかがえる。          

さらに、社会保険事務所が保管する当該事業所に係る厚生年金保険被

保険者名簿において、申立期間に被保険者であることが確認できる複数

の同僚に勤務実態及び厚生年金保険の適用の有無について照会したが、

関連資料及び供述を得ることができなかった。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について



  

確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1294 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 17 年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申  立  期  間 ： 平成７年３月１日から 13年４月１日まで 

平成 12 年４月 21 日に、さかのぼって７年３月１日から 11 年 10 月１

日までの有限会社Ａでの標準報酬月額が 98 万円であったものが 50 万円

に引き下げられており、また、13 年４月３日に、さかのぼって 12 年 10

月１日から 13 年４月１日までの標準報酬月額が 50 万円から９万 8,000

円になっているのはおかしいので、調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、申立人が代表取締役を務めていた有限会社Ａは、

平成 13 年４月１日に全喪しているところ、申立人の標準報酬月額は、12

年４月 21 日付けで、７年３月から 12 年９月までの期間が 98 万円から 50

万円に訂正され、また、13 年４月３日付けで、12 年 10 月から 13 年３月

までの期間が 50 万円から９万 8,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが

確認できる。 

しかしながら、有限会社Ａの申立期間に係る社会保険関係の手続を受託

していた社会保険労務士からは、「当時、会社には多額の厚生年金保険料

の滞納があり、社会保険事務所からの提案を受け入れて、社長・専務の標

準報酬月額を５年間遡及
そきゅう

して減額することで滞納額を軽減させることとな

って、社長の同意を得た上で、遡及
そきゅう

した記録訂正の届出に会社印を押印し

てもらい提出した。」との供述があったことから、申立人の標準報酬月額

の減額処理について、代表取締役である申立人が関与していなかったとは

考え難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っ

ている代表取締役である申立人が、会社の業務としてなされた当該行為に



  

ついては責任を負うべきであり、自ら標準報酬月額の減額処理に関与しな

がら当該減額処理が有効なものでないと主張することは信義則上妥当でな

く、申立期間における、厚生年金保険の標準報酬月額の記録に係る訂正を

認めることはできない。  



  

埼玉厚生年金 事案 1296 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年７月 20 日から 44 年８月 12 日まで 

私は、Ａ株式会社に、昭和 43 年７月 20 日から 44 年８月 12 日まで

勤務し、仕事は物置組立設置作業をしていたが厚生年金保険の記録が

ありません。 

申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。                                     

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の当時の仕事内容の具体的な説明から、申立人がＡ株式会社に勤

務していたことはうかがわれる。 

しかしながら、申立人は同僚の氏名を憶えておらず、健康保険厚生年

金保険被保険者原票から申立期間当時に同事業所の被保険者であること

が確認できる同僚に照会したが、申立人が同事業所に勤務していたこと

の供述が得られなかった。 

また、Ａ株式会社は既に全喪しており、当時の代表者の所在は不明の

ため、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ株式会社の健康保険厚生年金保

険被保険者原票において、申立人の氏名は確認できない上、申立期間に

おいて健康保険の整理番号に欠番も無い。 

加えて、当該期間に係る厚生年金保険料が事業主により申立人の給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 



  

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1297     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17 年６月１日から 17 年 12 月ごろまで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について

厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を社会保険事務所から

もらった。昭和 14 年ころから 17 年 12 月ころまでＡ地のＢ社に勤務し

ていた。給与額や保険料の控除は覚えていないが、申立期間について被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間に勤務していたとする上司、同僚の氏名を記憶して

いること及び申立内容により、申立人がＢ社に勤務していたことはうかが

える。 

しかしながら、Ｂ社は、申立期間当時は厚生年金保険の適用事業所と

なっておらず、昭和 18 年８月１日から厚生年金保険の適用事業所になっ

ていることが社会保険庁の記録により確認できる。 

また、申立人は、上司、同僚の氏名を挙げているものの、申立期間に

係る勤務実態やＢ社における当時の厚生年金保険の取扱いを確認するこ

とができない。 

さらに、Ｂ社は既に廃業しており、当時の事業主も所在が不明なため、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び供述を得ることはできない。 

加えて、申立人は申立期間について、事業主により給与から厚生年金

保険料を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金

保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について



  

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1298 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和９年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： ① 昭和 29 年１月から 30 年８月まで 

                  ② 昭和 30 年９月から 31 年 12 月まで 

         ③ 昭和 31 年 12 月から 32 年８月まで 

         ④ 昭和 32 年 10 月から 35 年６月まで 

厚生年金保険の加入記録について照会したところ、４事業所における

４期間について厚生年金保険に加入していない旨の回答を社会保険事務

所からもらった。申立期間①についてはＡ区のＢ社、申立期間②につい

てはＣ区のＤ社、申立期間③についてはＥ区のＦ社、申立期間④につい

てはＡ区のＧ社に勤務した。４事業所とも厚生年金保険に加入していた

と思うので、申立期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間①については、同僚の供述及び申立人の当時の仕事内容に関

する具体的な説明により、申立人がＢ社に勤務していたことはうかがえ

る。 

しかしながら、Ｂ社は既に全喪しており、当時の事業主も亡くなって

いることから、申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び供述を得ることができない。 

また、当時の同僚にも申立期間①に係る厚生年金保険の適用について

照会したが、供述を得ることができなかった。 

さらに、社会保険庁の記録により、Ｂ社は、申立期間①の一部に係る

昭和 30 年２月１日から厚生年金保険の適用事業所となっていることが確

認できる。 

 

 



  

 ２ 申立期間②については、申立人はＤ社の所在地や業務内容を具体的に

記憶しており、申立人が同事業所に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、社会保険庁の記録により、Ｄ社は、申立期間②後の昭

和 33 年４月９日から厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認

できる。 

   また、当時の事業主は既に亡くなっており、現在の事業主も当時の関

係資料は保管していないとしていることから、申立期間②における勤務

実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、新規適用時に被保険者であった同僚にも申立期間②に係る厚

生年金保険の適用について照会したが、供述を得ることができなかった。 

 

 ３ 申立期間③については、同僚の供述及び申立人の当時の仕事内容に関

する具体的な説明により、申立人がＦ社に勤務していたことはうかがえ

る。 

   しかしながら、申立期間③とほぼ同時期の昭和 31 年 11 月１日から 32

年８月１日まで、申立人が有限会社Ｈの厚生年金保険に加入しているこ

とが社会保険庁の記録から確認できる。 

   また、Ｆ社は既に全喪しており、当時、給与計算や社会保険事務を担

当していた事業主の妻は亡くなっていることから、厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び供述を得ることができない 

さらに、当時の同僚にも申立期間③に係る厚生年金保険の適用につい

て照会したが、供述を得ることができなかった。 

   加えて、社会保険事務所が保管する同社の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿には申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

 

４  申立期間④については、同僚の供述及び申立人の当時の仕事内容に関

する具体的な説明により、申立人がＧ社に勤務していたことはうかがえ

る。 

しかしながら、社会保険庁の記録により、Ｇ社は、申立期間④後の昭

和 38 年４月１日から厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認

できる。 

また、Ｇ社は既に全喪しており、当時の事業主も亡くなっていること

から、申立期間④における厚生年金保険料の控除について確認すること

ができない。 

さらに、当時の同僚にも申立期間④に係る厚生年金保険の適用につい

て照会したが、供述を得ることができなかった。 

 

５  このほか、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料の控除



  

について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 

６  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1299 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ： 昭和 41 年７月 21 日から 44 年 11 月 25 日まで 

    昭和 36 年 10 月１日に有限会社Ａに入社し、会社が倒産するまで継続

して働いていた。当時、Ｂ組合があり、当時の事務長はＣといい、仲買

人のために盡力していた。44 年ごろの組合長は屋号「Ｄ」の社長だっ

た。協同組合に書類が残されているのではと思うので、調査の上、申立

期間について厚生年金保険の被保険者として認めて欲しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

事業主（申立人の夫）及び同僚の供述から、申立人は申立期間におい

て有限会社Ａに勤務していたことがうかがえる。          

しかしながら、社会保険の資格取得や資格喪失等の届出の代行を行っ

ていたとするＥ組合によれば、当時の資料が無く、申立人の申立てどお

りの届出を行ったかどうか不明としている。 

また、同僚は、「申立人は申立期間において同事業所に勤務していた

が、申立期間における厚生年金保険料が給与から控除されていたかどう

か不明」と供述している。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料が無い。 

なお、社会保険庁が保管する被保険者原票において、分娩費の支給は

二男の出生時には支給されているものの、申立期間における三男の出生

時には支給されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する



  

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1301 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和32年３月から同年10月ごろまで 

    同僚が年金を受け取っているので自分もＡ株式会社で加入していたの

ではないかと思った。当時同社の工場長の紹介で、正社員として入社

したので厚生年金保険に加入していたものと思われる。記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、当時勤務していたＡ株式会社の同僚や工場長の氏名を覚えて

おり、社会保険事務所の記録から当該同僚等の同社の被保険者記録が確認

できることから、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、社会保険事務所が保管するＡ株式会社の被保険者名簿から申立

期間において被保険者であることが確認できる同僚に入社時期について照

会したところ、厚生年金保険の資格取得日が入社日の後となっていること

が確認できることから、当該事業所においては入社後一定期間が経過した

後に厚生年金保険に加入させていたことがうかがえる。 

   また、Ａ株式会社は既に廃業しており、当時の代表者の所在も確認でき

ないことから、当該事業所で申立人の社会保険加入手続の実態を確認する

ことができない。 

   さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1302 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41 年３月 16 日から 45 年９月１日まで          

社会保険事務所で確認したところ、株式会社Ａの厚生年金保険被保険

者期間について脱退手当金を受け取ったことになっていたが、同社を退

職したあとはすぐにＢ県の実家に戻っており、自分で脱退手当金を請求

するはずはない。また、その後に住んだＣ県の住所を会社は知らなかっ

たので、その住所へ脱退手当金の通知が郵送されることはない。この請

求手続には戸籍抄本や住民票が必要だと聞いたが、当時は夫の仕事の手

伝いが忙しく、役所にそれらの書類を取りに行くことはできなかった。

自分で脱退手当金を請求したことも脱退手当金を受け取ったことも無い

ので、調査と記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する表示が記され

ているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から約３か月後の昭和 45 年 12 月

15 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえ

ない。 

 また、申立人から聴取しても、請求・受給した記憶が無いというほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 


